
千葉大学職員への兼業依頼について

本学の職員が兼業（本学の職務以外の業務）に従事する場合は、事前に申請等しなければなりません。
職員が事前の申請等なく兼業を行った場合、本学就業規則に定める禁止行為に該当し、処分の対象と
なりますので、本学の職員に兼業を依頼される場合は、次の方法により、遺漏無く手続きをお願いい
たします。

また、兼業の手続きには時間を要しますので、原則兼業開始の１か月前までにはご依頼いただきます
ようお願いいたします。

なお、営利企業での取締役や監査役などの役員等の兼業については、審査委員会において審査を行う
ため手続が異なります。役員等の兼業を依頼される場合は、必ず労務課まであらかじめご連絡くださ
いますようお願いいたします。

【お問い合わせ先】
〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
千葉大学総務部労務課
Tel:043-290-2036 ／ Fax:043-290-2039
Mail：roumu-kengyo@chiba-u.jp



1. 本学HPから兼業依頼専用フォームへアクセスしてください。

1

兼業依頼フォームへご回答をお願いします

2. 個人情報の取扱いについてご確認いただき、2項目のフォームへ
ご回答をお願いします。
A.兼業従事内容判別フォーム B. 依頼内容フォーム

本学HP「職員への兼業依頼について」職員への兼業依頼について | 国立大学法人千葉大学｜Chiba University

※兼業依頼専用フォームは令和8年1月5日に公開予定です。

必ず兼業従事者の承認を得た後に回答願います。

①国等の行政機関の場合 ⇒ p.2へ

②営利企業の場合 ⇒ p.3へ

③営利企業以外の場合 ⇒ p.4へ
・公立・私立学校などその他教育機関
・教育委員会
・独立行政法人
・国立大学法人または大学共同利用機関
・医療機関
・一般社団法人、公益財団法人、

NPO法人などのその他法人・団体

A.兼業従事内容判別フォーム

兼業種別が
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1. ①国等の行政機関兼業ですか？
「はい」を選択してください。

2

国等の行政機関兼業の場合

2. ⑦依頼する兼業が、「短期」または「長期」か
あてはまる方を選択してください。

「短期」：1日限りまたは2日以上6日以内の
範囲において総従事時間が
10時間未満のもの

「長期」：短期兼業以外のもの

⇒ B.依頼内容フォーム へ（p.5）



1. ①国等の行政機関兼業ですか？
「いいえ」を選択してください。

3

営利企業の兼業の場合

2. ②営利企業の兼業ですか？
「はい」を選択してください。

3. ④営利企業の事業（監査役等）に 関する兼業ですか？
該当する方を選択してください。

4. ④で「いいえ」を選択した場合
    ⑦短期と長期のどちらにあたりますか？

    該当する方を選択してください。

⇒ B.依頼内容フォーム へ（p.5）

「はい」を選択した場合
学長の許可を要する兼業となります。
千葉大学総務部労務課
（roumu-kengyo@chiba-u.jp）へ
ご連絡をお願いいたします。

設問⑦へ



1. ①国等の行政機関兼業ですか？
「いいえ」を選択してください。

4

営利企業以外の兼業の場合

2. ②営利企業の兼業ですか？
「いいえ」を選択してください。

3. ④該当する兼業を選択してください。 4. ⑦短期と長期のどちらにあたりますか？
    該当する方を選択してください。

⇒ B.依頼内容フォーム へ（p.5）
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B.依頼内容フォーム（兼業先企業等問わず共通です）

【入力項目】 留意事項
⑥依頼元機関名

⑦依頼元機関代表者名

⑧兼業従事者の所属 依頼する職員の千葉大学での所属を記入してください。

⑨兼業従事者の職名 依頼する職員の千葉大学での職名を記入してください。

⑩兼業従事者の氏名 依頼する職員の氏名をフルネームで記入してください。

⑪兼業従事者のメールアドレス
メールドメイン（アドレス末尾）がchiba-u.jpのアドレスを
記入してください。chiba-u.jp以外のアドレスを記入された場
合は、受付できず、申請し直していただくことになりますので
ご留意願います。

⑫依頼する職名
・本学職員の、貴機関における職名を記入してください。

例：非常勤講師、○○委員会委員、原稿執筆者

・職名がない場合は業務内容を簡潔に記載してください。

⑬依頼する職務の内容
例：セミナーにて講演を行う。
      ○○についての技術指導を行う。
      雑誌○○掲載の原稿執筆800字程度。

⑭委嘱期間は1年以内ですか？
委嘱期間が1年を超える場合は、定款等を千葉大学総務部労務
課（roumu-kengyo@chiba-u.jp）へお送りください。
その際、申請後に届く兼業依頼受付メールに記載されている
「依頼ナンバー」を件名に入力ください。
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B.依頼内容フォーム（兼業先企業等問わず共通です）

【入力項目】 留意事項
⑮委嘱期間（開始日）
⑯委嘱期間（終了日）

⑰勤務態様

4パターンから選択してください。
A.（年・月・週・期間中）〇日、１日あたり〇時間 ⇒ ⑱,⑲へ
B. 毎週〇曜日、〇：〇〇～〇：〇〇〇時間 ⇒ ⑳,㉑へ
C. 集中講義〇時間〇時間 ⇒ ㉒へ
D. その他〇時間 ⇒ ㉓へ

⑱勤務態様（詳細）
⑲1日あたりの時間数 ⑰でAを選択した場合

⑳毎週何曜日か選択してください
㉑勤務時間を記入してください ⑰でBを選択した場合

㉒具体的な時間数を記入してください ⑰でCを選択した場合

㉓勤務態様等で【その他】を選択した
場合、詳細を記入してください ⑰でDを選択した場合

㉔報酬等
下記例に該当する場合は「その他」を選択いただき、次の設
問で詳細を記入してください。
例：当直業務でプラスの手当が発生する場合/時間や件数によって単価
が変わる場合/印税による報酬の場合/日本円ではない場合 など

㉕金額について
㉖金額を入力してください ㉔で報酬「有」を選択した場合
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B.依頼内容フォーム（兼業先企業等問わず共通です）

【入力項目】 留意事項
㉗報酬等で【その他】を選択した場合、詳細を記入
   ください ㉔で「その他」を選択した場合

㉘勤務場所

㉙貴社の住所における郵便番号を記入してください

㉚貴社の住所を記入してください

㉛ご担当者の所属名を記入してください

㉜ご担当者名をフルネームで記入してください

㉝ご担当者の電話番号を入力してください

㉞ご担当者のメールアドレスを入力してください

フォームでの回答は以上となります。

「送信」されますと、兼業依頼受付メールが
ご入力いただいたメールアドレス宛に届きま
すのでご確認願います。
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届出受理メールについて

兼業従事者が総務部労務課へ届出を行いましたら、
届出受理メールがご入力いただいたメールアドレ
ス宛に届きます。

フォーム回答後に届く兼業依頼受付メールが届い
てから、1週間経過しても届出受理メールが届か
ない場合は、兼業従事者へご連絡ください。

なお、事務手続きの簡素化のため、原則、回答文
書はお送りしておりません。本メールをもって、
受付完了とさせていただきます。

【連絡先】
千葉大学総務部労務課
roumu-kengyo@chiba-u.jp
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